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審
議
結
果

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、
吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地
区衛生組合及び比企広域市町村圏組合に
おける公平委員会の共同設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

比企広域公平委員会の共同設置に伴う
関係条例の整理に関する条例制定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

税条例の一部改正 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

社会教育委員設置条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

公民館利用及び使用料条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

町民会館条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

国民健康保険条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

農業集落排水処理施設の設置及び管理
に関する条例の一部改正

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

水道事業給水条例の一部改正 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

下水道条例の一部改正 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

ふれあいプラザおがわの指定管理者の指定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

平成25年度一般会計補正予算（第４号）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

平成 25年度国民健康保険特別会計（事
業勘定）補正予算（第２号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

平成 25年度下水道事業特別会計補正予
算（第３号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

平成 25年度農業集落排水事業特別会計
補正予算（第３号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 可決

請願審査結果

「容器包装リサイクル法を改正し、発生
抑制と再使用を促進するための法律の制
定を求める意見書」の提出を求める請願

○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × × × ー 不採択

新聞への消費税軽減税率適用を求める
意見書の提出を求める請願

× ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × ー 不採択

国に対し「消費税増税中止を求める意
見書」の提出を求める請願

○ × × × × × × × × × × × × × × ー 不採択

議　案　名

審議議案と議員の賛否

※議長は賛否同数の場合のみ採決に参加します（○は賛成、×は反対）

「容器包装リサイク
ル法を改正し、発生
抑制と再使用を促進
するための法律の制
定を求める意見書」
の提出を求める請願

請願者

小川町大字大塚408-8
生活クラブ生協小川支部　
　毛利和子　ほか15名

請願結果

　経済建設常任委員会
に付託され、委員長報
告は「不採択」でした。
　本会議での審査も、

「不採択」となりました。

新聞への消費税軽
減税率適用を求め
る意見書の提出を
求める請願

請願者

さいたま市浦和区東高砂
町21-1
埼玉県新聞販売組合
　組合長　市川謙示
　ほか７名

請願結果

　総務常任委員会に付
託され、委員長報告は

「不採択」でした。
　本会議での審査も、

「不採択」となりました。

国に対し「消費税
増税中止を求める
意見書」の提出を
求める請願

請願者

小川町大字大塚1233-23
全日本年金者組合
　小川町支部長
　天田英男　ほか58名

請願結果

　総務常任委員会に付
託され、委員長報告は

「不採択」でした。
　本会議での審査も、

「不採択」となりました。

町
民
町
民
のの
声声
をを
町
政
町
政
にに

町政をただす
　一般質問とは、議

員が役場の仕事につい

て、町長の考えや意見

を求め、事柄をただし

たり、議員や町民の意

見などを述べることを

いいます。議員１人の

持ち時間は 75分に定

めており、議会だより

では、このやりとりを

要約して報告していま

す。

　今議会では、11 人

の議員が一般質問を行

ないました。
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請 願 審 査 区
長
の
手
当
て
が
ど
う

変
わ
る
の
か

問　

今
ま
で
と
の
違
い
は
。

答　

仕
事
の
内
容
は
従
来
ど
お
り

で
す
。
金
額
は
、
平
等
割
が
９
万

５
０
０
０
円
か
ら
11
万
円
に
な

り
、
世
帯
割
が
１
５
０
０
円
か
ら

１
２
０
０
円
に
引
き
下
げ
に
な
り

ま
す
。

問　

算
出
根
拠
は
削
減
目
的
な
の

か
。

答　

近
隣
町
村
と
比
較
し
て
、
区

長
の
意
見
も
取
り
入
れ
ま
し
た
。

削
減
で
は
な
く
、
格
差
が
少
な
く

な
り
ま
し
た
。

問　

区
長
の
理
解
は
得
ら
れ
た
の

か
。

答　

各
地
区
の
区
長
会
長
と
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
を
し
、
案
を
ま
と
め

て
い
た
だ
い
た
の
で
、
納
得
は
得

ら
れ
て
い
ま
す
。

問　

区
長
の
仕
事
は
大
変
な
の

で
、
仕
事
の
精
査
が
必
要
で
は
な

い
か
。

答　

設
置
規
則
を
明
文
化
し
て
、

研
修
会
も
行
な
っ
て
い
き
ま
す
。

国
保
税
の
引
き
上
げ
は

問　

値
上
げ
幅
︵
率
︶
は
。

答　

医
療
分
の
均
等
割
り
と
介
護

納
付
金
の
均
等
割
り
で
算
出
し

て
、
６
・
39
％
の
増
で
す
。

問　

7
割
・
5
割
・
2
割
の
法

※

定

減
免
世
帯
が
国
保
世
帯
に
占
め
る

割
合
は
。

答　

43
・
５
％
で
す
。

問　

法

※

定
外
繰
り
入
れ
が
他
町
村

と
比
較
し
て
、
当
町
は
少
な
い
の

で
は
。

答　

他
町
村
と
比
較
す
る
と
少
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
法
定
外

繰
り
入
れ
あ
り
き
で
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

問　

な
ぜ
今
な
の
か
。
値
上
げ
を

抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

か
。

答　

基
金
が
底
を
つ
い
て
お
り
、

年
間
で
８
０
０
０
万
円
の
不
足
が

生
じ
ま
す
。

　

今
回
の
基
本
的
な
考
え
方
は
極

力
、
法
定
外
繰
り
入
れ
を
抑
え
る

こ
と
と
、
被
保
険
者
と
公
費
の
不

足
分
の
穴
埋
め
を
双
方
が
折
半
で

行
な
い
ま
す
。

　

一
般
会
計
か
ら
５
０
０
万
円
の

増
額
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

問　

滞
納
者
が
さ
ら
に
増
え
て
、

結
果
的
に
思
う
ほ
ど
の
財
政
効
果

が
上
が
ら
な
い
の
で
は
。

答　

特
別
収
納
対
策
室
等
で
努
力

を
し
て
い
き
ま
す
。

問　

高
額
療
養
費
制
度
を
被
保
険

者
に
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

答　

出
前
講
座
も
含
め
て
積
極
的

に
行
な
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

水
道
事
業
給
水
条
例

問　

消
費
税
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の

都
度
議
論
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答　

料
金
の
改
定
で
あ
れ
ば
議
論

は
必
要
だ
と
考
え
ま
す
が
、
消
費

税
率
の
改
定
と
と
も
に
毎
回
条
例

改
正
を
実
施
す
る
の
は
考
え
に
く

く
、
消
費
税
率
の
適
正
な
転
嫁
を

し
て
い
き
ま
す
。

問　

課
税
分
の
料
金
引
き
下
げ
は

で
き
な
い
の
か
。

答　

課
税
事
業
者
と
し
て
、
町
も

課
税
仕
入
れ
を
し
て
い
る
状
況
で

消
費
税
を
支
払
っ
て
い
る
の
で
、

施
設
の
老
朽
化
が
進
む
現
状
で

は
、
余
剰
金
が
必
要
と
な
り
現
状

の
ま
ま
で
対
応
し
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
お
が
わ

の
指
定
管
理
者
の
指
定

問　

自
主
事
業
で
行
な
っ
て
い
る

こ
と
は
何
か
。

答　

今
期
ま
で
は
自
主
事
業
は
行

すたむちゃんのひと口メモ

※法定減免…世帯全員の所得を申告して、前年中の所得が

国の定める所得基準以下である世帯について、保険料の均

等割額と平等割額が所得に応じて、当町の場合には 7 割・

5 割・2 割が減免されます。

※法定外繰り入れ…歳入不足を補うために、自治体独自の

判断で一般会計から国保会計に繰り入れを行なうこと。

な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
来
期
事
業

計
画
か
ら
親
子
体
操
教
室
・
小
学

生
工
作
教
室
な
ど
が
提
案
さ
れ
て

い
ま
す
。

問　

計
画
書
で
は
町
施
策
に
沿
っ

て
介
護
予
防
・
健
康
管
理
が
な
さ

れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
ふ
れ
あ
い

プ
ラ
ザ
の
み
で
実
施
す
る
の
が

も
っ
た
い
な
い
と
考
え
る
が
。

答　

旧
上
野
台
中
学
で
健
康
増
進

教
室
、
ま
た
パ
ト
リ
ア
で
は
介
護

予
防
教
室
な
ど
展
開
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ふれあいプラザでのトレーニング風景

議　員　名


